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令和７年度部活動の地域移行モデル事業「地域クラブ」参加募集のご案内 

 

 

平素は、本市における学校部活動の取組に多大なご理解・ご協力をいただき、誠に

ありがとうございます。 

学校部活動について、国においては部活動の地域移行（展開）を進めるべく、令和

８年から令和 10 年を改革実行期間（前期）、令和 11 年から令和 13 年を改革実行期

間（後期）と位置づけ、「休日については次期改革期間内に、原則、すべての学校部

活動において地域展開の実現を目指す」と示しております。 

本市では、令和３年度より、国からの委託のもと、都島区内５中学校をモデル校と

し、休日に専門性の高い、多様な指導者からスポーツ指導を受ける新しい形の活動に

より、中学生が自由に選択し参加できるようにしました。令和５年度からは、モデル

事業を更に充実させ、東淀川区・都島区・西区・東住吉区の４区を対象に「部活動の

地域移行モデル事業」として、民間事業者へ運営を委託し実施いたしました。 

今年度も、都島区につきましては、スポーツデータバンク株式会社に運営を委託し、

昨年度よりも実施回数等内容を拡充し実施してまいります。 

なお、多くの保護者のみなさまに本事業について知っていただくため、説明動画（８

分程度）を作成いたしました。次の QR コードよりぜひご覧ください。 

 

「令和７年度 部活動の地域移行モデル事業」説明動画 QR コード 

 

https://youtu.be/3BTnsVsrviQ 

 

 

つきましては、本事業に中学生が安心して楽しく参加できるよう、学校とも十分に

連携し事業を進めてまいりますので、お子さまの積極的な参加に向けてご理解・ご協

力をいただけますよう、お願いいたします。 

 

 

https://youtu.be/3BTnsVsrviQ


 

１ 対象者 

・都島区の高倉中・桜宮中・都島中・淀川中・友渕中の生徒で参加を希望する者 

・全学年生徒が対象 

 

２ 実施種目 

・実施日時や実施場所、活動内容の詳細については、後日配布されるスポーツデータ 

バンク株式会社の案内チラシをご覧ください。 

 

３ 申込方法 

・後日配付されるスポーツデータバンク株式会社の案内チラシに記載された専用サイ 

トの QR コードを読み取り、専用サイトの申込フォームより必要事項の入力及び参 

加希望種目を選び、各活動の申込締め切り日までにお申し込みください。 

・各日程において、様々な種目の中から自由に選択することが可能です。 

・申込後の変更やキャンセルは、申込時に案内されるスポーツデータバンク株式会社 

のお問い合わせ（フォームまたは公式 LINE）より直接お問合せください。 

・活動に際し、会員システムへの参加をいただく予定です。会員システムへのご案内 

は準備が整い次第、スポーツデータバンク株式会社よりご案内いたします。 

・今年度の活動参加にあたっては、スポーツデータバンク株式会社で一括してスポー 

ツ安全保険へ加入しますので、ご家庭でのご負担はありません。なお、各家庭のご 

判断で別のスポーツ保険等へ加入することも可能です。 

４ ＦＡＱ（よくある質問と回答例） 

質問内容 回答例 

Q1 この地域クラブの目的は何

ですか。 

A1 この活動は、スポーツ庁・文化庁の部活動改革のモデル事業

として、休日の部活動を学校から地域へ移行させるととも

に、従来の部活動にはない、新しい地域クラブ活動を模索す

るものです。 

Q2 参加する種目は、学校で所

属している部活動種目を選

ばないといけないですか。 

A2 学校で所属している部活動と別の種目に参加してもかまい

ません。実施内容を確認のうえ、参加したい種目を自由に選

んでください。 

Q3 学校部活動に入部してい

ない場合も参加できます

か。 

A3 学校部活動に入部していない生徒も参加することができま

す。実施内容を確認のうえ、参加したい種目を自由に選んで

ください。 

Q4 毎回、違った種目に参加で

きますか。 

A4 毎回違う種目に参加することもできます。実施種目や実施

内容を確認のうえ、ご参加ください。 

Q5 会費・保険料は必要です

か。 

A5 今年度、会費および、スポーツ安全保険料は必要ございませ

ん。 

Q6 活動場所へは、どうやって

行くのですか。 

A6 保護者の責任のもと、各自で徒歩や自転車等を利用して参

加してください。自宅と活動場所まで通常の経路往復中もス

ポーツ安全保険の補償対象となります。 

Q7  この地域クラブ活動を保

護者が見学することはでき

ますか。 

A7 ぜひ、見学にお越しください。なお、活動場所等、急な変更

もありますことをあらかじめご了承ください。 

    

 

 
【連絡先】 
教 育 委 員 会 事 務 局 
指導部 保健体育担当 
保 健 体 育 グ ル ー プ 
電話番号：06-6208-8172 


